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国
際
テ
ロ
に
対
す
る
警
察
の
取
組
み

　

警
察
庁
で
は
、
二
〇
〇
三
年
（
平
成
一
五

年
）
八
月
、「
緊
急
治
安
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

を
策
定
し
、
国
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
安

全
な
社
会
の
確
立
を
目
指
し
て
様
々
な
対
策

に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
我
が

国
に
対
す
る
テ
ロ
の
脅
威
が
急
速
に
高
ま
っ

て
い
る
と
の
認
識
の
下
、二
〇
〇
四
年（
一
六

年
）
八
月
、同
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
踏
ま
え
つ
つ
、

テ
ロ
の
未
然
防
止
と
発
生
時
の
対
処
に
つ
い

て
、
当
面
講
じ
る
べ
き
諸
対
策
を
「
テ
ロ
対

策
推
進
要
綱
」と
し
て
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

　

テ
ロ
対
策
に
万
全
を
期
す
る
た
め
に
は
、

警
察
と
関
係
機
関
や
国
民
が
協
力
し
て
対
策

を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、本
要
綱
に
は
、

警
察
が
独
自
に
行
う
対
策
だ
け
で
な
く
、
幅

広
い
分
野
に
わ
た
る
対
策
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
。

　

二
〇
〇
四
年
（
一
六
年
）
一
二
月
、
内
閣
官

房
長
官
を
長
と
す
る
「
国
際
組
織
犯
罪
等
・
国

際
テ
ロ
対
策
推
進
本
部
」
に
お
い
て
、「
テ
ロ

の
未
然
防
止
に
関
す
る
行
動
計
画
」
が
策
定
さ

れ
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
て
テ
ロ
の
未
然
防
止

の
た
め
の
諸
対
策
を
期
限
を
区
切
っ
て
実
施
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
同
行
動
計
画
の
「
今

後
速
や
か
に
講
ず
べ
き
テ
ロ
の
未
然
防
止
対

策
」
一
六
項
目
の
う
ち
、
ス
カ
イ
・
マ
ー
シ
ャ

ル
の
導
入
等
の
八
項
目
は
既
に
実
施
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
〇
五
年
（
一
七
年
）
一
一
月
、

同
推
進
本
部
に
お
い
て
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
実
施
の

た
め
の
法
律
案
の
作
成
を
警
察
庁
が
行
う
こ
と
な

ど
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
警
察
に
お
い
て
は
、
引

き
続
き
関
係
省
庁
と
連
携
し
つ
つ
、
諸
対
策
の
実

施
に
向
け
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

１ 

テ
ロ
対
策
推
進

要
綱
の
策
定

２ 

テ
ロ
の
未
然
防

止
に
関
す
る
行

動
計
画
の
決
定
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一　
情
報
収
集
・
分
析
と
捜
査
の
徹
底
等

　

テ
ロ
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
は
、
幅
広
い
情

報
を
収
集
し
、
そ
れ
を
的
確
に
分
析
し
て
諸
対
策
に

活
用
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
ま
た
、
テ
ロ
は
極

め
て
秘
匿
性
の
高
い
行
為
で
あ
り
、
収
集
さ
れ
る
関

３ 

テ
ロ
の
未
然
防
止

　

 

対
策
の
推
進

連
情
報
の
ほ
と
ん
ど
は

断
片
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
情
報
の
蓄

積
と
総
合
的
な
分
析
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

　

警
察
で
は
、「
米
国

同
時
多
発
テ
ロ
事
件
」

以
降
、
外
国
治
安
情
報

機
関
等
と
の
連
携
を
一

層
緊
密
化
し
、
テ
ロ
関

連
情
報
の
収
集
・
分
析

活
動
を
強
化
し
て
い
ま

す
。二
〇
〇
四
年（
一
六

年
）
四
月
に
は
、
警
察

庁
警
備
局
に
外
事
情
報

部
を
設
置
す
る
と
と
も

に
、
従
来
外
事
課
に
置

か
れ
て
い
た
国
際
テ
ロ
対
策
室
を
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム

対
策
課
に
発
展
的
に
改
組
し
、
二
〇
〇
五
年
（
一
七

年
）
四
月
に
は
、
同
課
に
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
情
報
官

を
設
置
す
る
な
ど
、
体
制
の
強
化
に
も
努
め
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
警
察
は
、
収
集
し
た
情
報
の
総
合
的
な
分

析
結
果
を
活
用
し
、
不
審
点
の
徹
底
解
明
、
伏
在
す

る
テ
ロ
関
連
事
案
等
の
剔て

っ

抉け
つ

検
挙
を
推
進
し
て
い
ま

す
。

二　
水
際
対
策
の
強
化

　

テ
ロ
リ
ス
ト
の
入
国
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
国
際
空

港
・
港
湾
で
、
出
入
国
審
査
、
輸
出
入
貨
物
の
検
査

等
の
水
際
対
策
を
的
確
に
推
進
す
る
こ
と
が
極
め
て

重
要
で
す
。こ
の
た
め
、現
場
に
お
け
る
関
係
機
関
の

連
携
強
化
を
図
り
、
政
府
一
体
と
な
っ
た
危
機
管
理

を
実
現
す
る
た
め
、二
〇
〇
四
年
（
一
六
年
）
一
月
、

政
府
に
空
港
・
港
湾
水
際
危
機
管
理
チ
ー
ム
を
、
同

年
三
月
ま
で
に
、
国
際
空
港
・
港
湾
に
危
機
管
理
官

等
を
置
き
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
空
港
・
港
湾
の
す
べ
て

に
、
都
道
府
県
警
察
の
警
察
官
が
危
機
管
理
官
、
副

担
当
官
等
と
し
て
配
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
中

心
に
、
関
係
機
関
が
連
携
し
て
、
警
備
の
改
善
、
テ

ロ
事
件
を
想
定
し
た
訓
練
の
実
施
等
に
取
り
組
み
、

水
際
対
策
の

強
化
に
努
め

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
二

〇
〇
四
年

（
一
六
年
）

六
月
に
は
、

バ
イ
オ
メ
ト

リ
ク
ス
（
生

体
情
報
）
を

活
用
し
た
出

入
国
管
理
の

成田空港における警戒活動（千葉）
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推
進
を
図
る
た
め
の
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
が
、
二
〇

〇
五
年（
一
七
年
）七
月
に
は
外
国
人
の
在
留
管
理
に

関
す
る
施
策
を
検
討
す
る
た
め
の
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー

ム
が
、
そ
れ
ぞ
れ
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
幹
事
会
の
下

に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
警
察
庁
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ら
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
制
度
的
、
技
術
的
な
検
討

を
行
っ
て
い
ま
す
。

三　
重
要
施
設
の
警
戒
警
備

　

警
察
で
は
、
組
織
の
総
合
力
を
発
揮
し
て
、
テ
ロ

関
連
情
報
を
収
集
・
分
析
す
る
と
と
も
に
、
情
勢
に

応
じ
た
警
備
計
画
を
立
案
し
、
効
果
的
か
つ
効
率
的

な
警
戒
警
備
を
実
施
す
る
な
ど
、
テ
ロ
の
未
然
防
止

に
万
全
を
期
し
て
い
ま
す
。

　
「
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
」
以
降
、
厳
し
い
国

際
テ
ロ
情
勢
を

踏
ま
え
、
総
理

大
臣
官
邸
、
原

子
力
発
電
所
、

空
港
等
の
我
が

国
重
要
施
設
や

米
国
関
連
施
設

等
の
警
戒
警

備
を
強
化
し

て
い
ま
す
。
ま

た
、
二
〇
〇
五

年
（
一
七
年
）

七
月
の
「
英
国
・
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
同
時
多
発
テ

ロ
事
件
」
の
発
生
に
際
し
て
は
、
鉄
道
等
公
共
交
通

機
関
に
対
す
る
警
戒
の
徹
底
を
図
る
な
ど
、
情
勢
に

応
じ
た
的
確
な
警
戒
警
備
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

一　
各
種
部
隊
の
充
実
強
化

　

こ
う
し
た
テ
ロ
の
未
然
防
止
対
策
に
加
え
、
万
が

一
テ
ロ
等
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、

生
物
化
学
テ
ロ
等
に
対
応
す
る
Ｎ
Ｂ
Ｃ
テ
ロ
対
応

専
門
部
隊
、
銃
器
を
使
用
し
た
事
案
へ
の
対
処
等
に

当
た
る
銃
器
対
策
部
隊
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
や
重
要
施

設
占
拠
事
案
等
の
重
大
な
テ
ロ
に
対
応
す
る
特
殊
部

隊
（
Ｓ
Ａ
Ｔ
）

等
の
体
制
と
装

備
資
機
材
の
充

実
強
化
を
図
っ

て
い
ま
す
。
特

に
二
〇
〇
五
年

（
一
七
年
）
九

月
に
は
、
既
存

の
七
都
道
府
県

警
察
に
加
え
、

新
た
に
沖
縄
県

警
察
に
Ｓ
Ａ
Ｔ
を
編
成
し
ま
し
た
。
ま
た
、
実
戦
的

な
訓
練
を
実
施
し
、
テ
ロ
等
へ
の
対
処
能
力
の
向
上

を
図
っ
て
い
ま
す
。

二　
ス
カ
イ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
の
運
用
開
始

　
「
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
」
以
降
、ハ
イ
ジ
ャ
ッ

ク
対
策
の
一
環
と
し
て
諸
外
国
で
は
、
地
上
に
お
け

る
航
空
保
安
対
策
に
加
え
、
警
察
官
等
を
航
空
機
に

警
乗
さ
せ
る
制
度
の
導
入
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
情
勢
を
踏
ま
え
、
警
察
で
は
、
関
係
省

庁
や
航
空
会
社
と
連
携
し
、
我
が
国
の
民
間
航
空
機

に
警
察
官
が
警
乗
す
る
ス
カ
イ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
の
制

度
を
二
〇
〇
四
年
（
一
六
年
）
一
二
月
か
ら
開
始
し

て
い
ま
す
。

三　
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
緊
急
展
開
班（
Ｔ
Ｒ
Ｔ―

２
）

の
設
置

　

警
察
庁
で
は
、一
九
九
六
年（
八
年
）の「
在
ペ
ル
ー

日
本
国
大
使
公
邸
占
拠
事
件
」
の
教
訓
を
踏
ま
え
、

国
際
テ
ロ
緊
急
展
開
チ
ー
ム
（
Ｔ
Ｒ
Ｔ:Terrorism

 
Response Team

）
を
設
置
し
、
国
外
で
邦
人
や

我
が
国
の
権
益
に
関
係
す
る
重
大
テ
ロ
事
件
が
発
生

し
た
際
に
は
こ
れ
を
派
遣
し
て
、
現
地
治
安
機
関
と

緊
密
に
連
携
し
つ
つ
、
情
報
収
集
や
人
質
交
渉
等
の

捜
査
支
援
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

二
〇
〇
二
年
（
一
四
年
）
一
〇
月
の
「
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
・
バ
リ
島
に
お
け
る
爆
弾
テ
ロ
事
件
」
で
は
、

同
国
の
治
安
機
関
か
ら
我
が
国
に
対
し
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑

４ 

テ
ロ
へ
の
対
処
態
勢

の
強
化

総理大臣官邸の警戒警備状況

ＳＡＴの訓練状況
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定
等
の
鑑
識
活
動
に
つ
い
て
支
援
要
請
が
あ
り
、
専

門
家
を
Ｔ
Ｒ
Ｔ
の
一
員
と
し
て
現
地
に
派
遣
し
ま

し
た
。
こ
う
し
た
支
援
要
請
に
は
様
々
な
も
の
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
四
年
（
一
六
年
）
八
月
、
従

来
の
Ｔ
Ｒ
Ｔ
を
発
展
的
に
改
組
し
、
現
地
治
安
機
関

に
対
し
て
よ
り
広
範
囲
の
支
援
活
動
を
行
う
能
力

を
有
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
緊
急
展
開
班
（
Ｔ
Ｒ
Ｔ

―

２:Terrorism
 Response Team

 - Tactical 
W
ing for O

verseas

）
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。　

　

Ｔ
Ｒ
Ｔ―

２
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
二
〇
〇
四
年

（
一
六
年
）
九
月
の
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ジ
ャ
カ
ル

タ
に
お
け
る
豪
州
大
使
館
前
爆
弾
テ
ロ
事
件
」
や
同

年
一
〇
月
の
「
イ
ラ
ク
に
お
け
る
邦
人
人
質
殺
害
事

件
」、
二
〇
〇
五
年
（
一
七
年
）
一
〇
月
の
「
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
・
バ
リ
島
に
お
け
る
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
」

に
際
し
て
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。　

四　
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
対
策

　

情
報
シ
ス
テ
ム

や
情
報
通
信
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
国
民

生
活
や
社
会
経
済

活
動
に
深
く
浸
透

し
て
い
る
状
況
の

下
、
二
〇
〇
四
年

（
一
六
年
）
八
月

及
び
二
〇
〇
五
年

（
一
七
年
）
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
中
央
省
庁

等
の
ウ
ェ
ブ
サ
ー
バ
に
対
し
て
大
規
模
な
サ
イ
バ
ー

攻
撃
が
敢
行
さ
れ
る
な
ど
の
事
案
が
発
生
し
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
重
要
イ
ン
フ
ラ
事

業
者
等
の
基
幹
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
行
わ
れ
れ
ば
、

そ
の
被
害
は
甚
大
な
も
の
と
な
り
、
国
民
生
活
や
社

会
経
済
活
動
に
多
大
な
影
響
を
与
え
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
警
察
庁
に
「
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
対
策
推

進
室
」
を
、
各
都
道
府
県
警
察
に
「
サ
イ
バ
ー
テ
ロ

対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
、
警
察
庁
及
び
各
管
区
警

察
局
に
「
サ
イ
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
」
を
設
置
す
る
な
ど

し
て
、
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
の
未
然
防
止
に
努
め
る
と
と

も
に
、
事
案
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
被
害
拡
大
防

止
及
び
事
件
検
挙
に
当
た
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

五　
国
際
協
力
の
推
進

　

国
際
テ
ロ
対
策
は
、
国
際
社
会
が
共
通
し
て
取
り

組
む
べ
き
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、
主
要
国
首
脳
会
議

を
始
め
、
様
々
な
枠
組
み
の
中
で
活
発
な
議
論
が
な

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

警
察
庁
も
、
こ
う
し
た
国
際
会
議
に
職
員
を
積
極

的
に
参
加
さ
せ
、
各
国
が
協
力
し
て
取
り
組
む
べ
き

対
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
五

年
（
一
七
年
）
六
月
に
開
催
さ
れ
た
「
Ｇ
８
司
法
・

内
務
閣
僚
級
会
合
」
に
は
、
警
察
庁
次
長
が
出
席
す

る
な
ど
、
テ
ロ
対
策
や
国
際
組
織
犯
罪
対
策
に
つ
い

て
の
日
本
の
取
組
状
況
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
共

同
声
明
や
行
動
計
画
の
起
草
に
参
画
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
警
察
庁
は
、
テ
ロ
事
件
の
捜
査
技
術
を
提

供
す
る
た
め
、
一
九
九
五
年
度
（
七
年
度
）
以
降
、

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
と
の
共
催
で
、
開
発
途
上
国
の
テ
ロ
対
策

実
務
担
当
者
を
招
致
し
、「
国
際
テ
ロ
事
件
捜
査
セ

ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
て
い
る
ほ
か
、
テ
ロ
対
策
に
関

す
る
地
域
協
力
を
推
進
す
る
た
め
、
一
九
九
六
年
度

（
八
年
度
）
以
降
、
外
務
省
と
の
共
催
で
、
東
南
ア

ジ
ア
諸
国
等
の
テ
ロ
対
策
担
当
者
を
招
致
し
、「
地
域

テ
ロ
対
策
協
議
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
我
が
国
は
、
テ
ロ
資
金
の
根
絶
の
た
め
、

国
連
安
保
理
決
議
で
求
め
ら
れ
て
い
る
テ
ロ
リ
ス
ト

等
に
対
す
る
資
産
凍
結
措
置
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

警
察
庁
は
、
機
動
的
な
資
産
凍
結
等
を
実
施
す
る
た

め
に
設
置
さ
れ

た
「
テ
ロ
リ
ス

ト
等
に
対
す
る

資
産
凍
結
等
に

係
る
関
係
省
庁

連
絡
会
議
」
に

参
加
す
る
な
ど

し
て
、
テ
ロ
資

金
対
策
に
積
極

的
に
参
画
し
て

い
ま
す
。

サイバーフォース

「Ｇ８司法・内務閣僚級会合」に参加する警察庁次長（右端）
（2005年（平成17年）６月、英国）


